
■詳しくはお問合せください

　〒957-8686　新発田市中央町3-3-3　新発田市役所(本庁舎) ６階　商工振興課　
　TEL：0254-28-9650（直通）　　FAX：0254-28-9670　　メールアドレス：shoukou@city.shibata.lg.jp

■制度概要

加工用米の価格高騰の影響を受けている食品製造業の事業者様に対して、令和７年産の加工用米
の購入費用の一部を補助します。

■対象者

　新発田市内に本社または本社機能を有し、食品製造を行う 中小企業者 及び 個人事業主

■お手続きの流れ

　①　市役所に申請書を提出 【８月２０日まで】
　②　補助金の交付が決定 (審査後、市からご連絡いたします)

　③　発注
　④　納品　
　⑤　代金の清算
　⑥　市役所に実績報告書を提出 【１０月１５日まで】
　⑦　補助金額の確定
　⑧　市から補助金をお支払い(２～３週間ほどかかります)
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■補助の概要 (詳細は市のホームページをご覧いただくか、下記の商工振興課へご連絡ください。)

　対象となる経費

・ 令和８年２月１日～９月３０日の間に購入する
   令和７年産 国産加工用米
　　(購入先については一定の条件があります。)

・ 申請にかかる購入数量が600ｋｇ以上であること。　　

　補助金上限額　補助率

令和６年産加工用米価格
　　　からの高騰分の

２分の１
２００万円

申請書類の入手は、

　市ホームページまたは
　　　商工振興課(市役所６階)へ。

　　注意！！
 発注は、②の連絡を受けた後に行うこと
　　(交付決定前に発注・購入したものは対象外です)

加工用米の調達に
　　　　ぜひお役立てください！

予算上限に達した場合、
　早期に終了する場合があります。

※本事業は「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。


